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手嶋学校管理担当主任

出席した事務局職員
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安達議員 稲田議員 今城議員 岩﨑議員 遠藤議員 岡村議員 奥岩議員
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報道関係者１人 一般５人

審査事件及び結果

議案第７８号 工事請負契約の締結について [原案可決]

議案第７９号 工事請負契約の締結について [原案可決]
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午前１０時１４分 開会

○矢田貝委員長 ただいまより民生教育委員会を開会いたします。

本日は、先ほどの本会議で当委員会に付託された議案２件について審査をいたします。

初めに、議案第７８号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

斎木教育総務課室長。

○斎木教育総務課教育企画室長 議案第７８号、工事請負契約の締結について御説明いた

します。お手元の議案書をお開きください。併せて、議案関係資料を添付させていただい

ております。また、カラー刷りの一枚物、啓成小学校改築イメージ図を配らせていただき
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ましたので御覧ください。

対象の工事名は、啓成小学校ふれあい棟新築ほか建築主体工事でございます。この事業

の概要につきましては、啓成小学校の新たな校舎のうち、ふれあい棟の建築工事、渡り廊

下の整備、外構工事及び既存の体育館の屋根改修を行うものでございます。なお、ふれあ

い棟とは、多目的教室やなかよし学級のほか、地域交流や災害時の避難所として地域に開

放することも想定した特色ある校舎でございます。このたび、入札により、契約の相手方、

金額が決定いたしましたので、地方自治法等の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。契約の金額、相手方については議案記載のとおりでございます。御審議のほうよ

ろしくお願いいたします。

○矢田貝委員長 当局の説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と声あり〕

○矢田貝委員長 質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と声あり〕

○矢田貝委員長 別にないようですので討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第７８号、工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○矢田貝委員長 御異議なしと認めます。よって、本件については、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決しました。

次に、議案第７９号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

斎木教育総務課室長。

○斎木教育総務課教育企画室長 議案第７９号、工事請負契約の締結について説明いたし

ます。議案書及び関係資料、併せて先ほどの議案第７８号と共通のカラー刷りのイメージ

図を御覧ください。

対象の工事名は、啓成小学校プール改築建築主体工事でございます。この事業の概要に

つきましては、啓成小学校の一連の工事のうち、既存のプール解体及び新しい２５メート

ルプールの建設工事を行うものでございます。このたび、入札により、契約の相手方、金

額が決定いたしましたので、地方自治法等の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。契約金額、相手方については、議案記載のとおりでございます。御審議のほうよろ

しくお願いいたします。以上です。

○矢田貝委員長 当局の説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と声あり〕

○矢田貝委員長 質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と声あり〕
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○矢田貝委員長 別にないようですので討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第７９号、工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○矢田貝委員長 御異議なしと認めます。よって、本件については、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決しました。

以上で民生教育委員会を閉会いたします。

午前１０時１９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 矢田貝 香 織


